
３．地域への普及方針等

普 及 方 針
御嵩町環境モデル都市行動計画に掲げた平成３０年度までの削減目標を達成する事業を実施するに当たり、本事業の実績を確認しながら、同計画
に基づいて他の公共施設（小中学校、公民館など）へ普及させる。

副 次 的 効 果
・防災拠点の強化・・・児童館が避難所に指定されている施設であるため、設備の導入により自立型避難所としての機能を増強。

・コミュニティの活性化・・・改築により世代間交流の活発化を見込んでおり、環境学習の講座等の場としても活用。

グリーンプラン・パートナーシップ事業（１号事業） 概要説明

２．事業内容

事 業 名 称

導 入 設 備

（仮称）伏見児童館太陽光発電設備・蓄電池設置工事

太陽光発電設備１５ｋｗ（太陽電池モジュール２４０ｗ×６３枚）、パワーコンディショナー（５．５ｋｗ×３台）、蓄電池１５ｋｗ（５ｋｗ×３台）

2 6年度補助金
交 付 希 望 額 １７，８２０，０００ 円 実施予定期間 平成２６年度（単年度）

事業実施後の
CO2削減効果（見込）

９ t-CO2／年

事 業 内 容

１．事業概要

実 施 主 体 岐阜県可児郡御嵩町 実 施 場 所 岐阜県可児郡御嵩町伏見１３１１番地１

共 同 実 施 者 － 推 薦 者 －

御嵩町伏見地内の伏見児童館の改築工事に併せて、太陽光発電
設備、蓄電池を設置する。（御嵩町環境モデル都市行動計画に位
置づけた先導事業として実施。）

完成イメージ
システム図

太陽電池

モジュール

計２１枚

３系統

①パワコン５．５ｋｗ ②蓄電池付きパワコン５．５ｋｗ（蓄電容量１０ｋｗ）

③蓄電池付きパワコン５．５ｋｗ（蓄電容量５ｋｗ）
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